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第２5期  宝塚市農業委員会  令和８年第２回議事録  

 

１．日  時   令和８年（202６年）２月２０日（金）１４時００分～１５時００分  
 
２．場  所   宝塚市役所４階  政策会議室  
 
３．農業委員定数   １３人  
 
４．出席委員   
 
１番舩岡知恵美、２番福本充宏、３番阪上文代、４番小中和正、5番逢坂洋子、６番林五郎、
７番阪上照一、８番古野弘之、９番平塚茂樹、10番金岡昭弘、１１番西田勝、１３番田中宏明  
 
５．欠席委員    
 
なし 
 
６．農地利用最適化推進委員定数  ５人  
 
７．出席農地利用最適化推進委員   
 
２番小畑健二、3番阪上秀一、4番二井久和、５番和田秀彰  
 
８．欠席農地利用最適化推進委員    
 
１番上田健  
 
９．事務局   
 
事務局長  佐藤隆政  係長  木元富夫  事務職員  岡村美佑、岡田優花里  

 

１０．議   題  

１ 議案第１０１号   非農地証明願の件  

２ 議案第１０２号   農地法第３条第１項の規定による許可申請の件  

３ 議案第１０３号   生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件  

１ 報告第１１１号   農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件  

２ 報告第１１２号   農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件  

３ 報告第１１３号   農地法第１８条第６項の規定による届出の件  

４ 報告第１１４号   相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の  

証明の件  
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第２５期宝塚市農業委員会令和８年第２回総会  

                         日時：令和８年２月２０日  

開会  午後２時００分  

 

○林会長  第２５期宝塚市農業委員会令和８年第２回総会を開催します。 

本日は上田推進委員が欠席ですが会議に必要な過半数は出席しておりますので、第２回

総会は成立しております。本日の議事録署名委員は小中委員、逢坂委員のお二人にお願いし

ます。それでは総会を始めます。事務局長から諸般の御報告をお願いしたいと思います。 

（諸般の報告） 

○林会長  報告は終わりました。何か御意見、御質問ございますか。 

特にないようですので、それでは議案審議に移りたいと思います。議案第１０１号を議題とい

たします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第１０１号  非農地証明願の件。別紙のとおり非農地証明願がありましたので、

御審議願います。 

１件目、願出人が（住所）（氏名）さん。場所が境野字（地番）、地目は田、地積が５９㎡、所

有者は（氏名）さんです。農地でなくなった時期と現況ですが、平成８年に離れを建築して、地

目変更登記のために証明が必要ということです。その他としまして、昭和３６年から現在までの

空中写真の変遷の添付がございました。 

２件目、願出人が（住所）（氏名）さん。向月町（地番）、地目は田、地積が３９１㎡で、所有

者は（氏名）さん他１名です。昭和４０年から宅地として利用しておられ、地目変更登記のため

今回証明が必要とのことです。その他としまして、２０００年の国土地理院の航空写真の添付

がありました。所有者の方のその他１名ですが、（住所）（氏名）さんです。それぞれ持ち分が４

分の１と４分の３となっております。 

〇林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。１件目、福本委員。 

〇福本充弘委員  大分前からその家は建っていまして、土地改良でこの部分だけが残されてい

たので、全然問題ないと思います。 

○林会長  ２件目、古野委員。 

○古野弘之委員   昭和４０年から建っているんですけど、やむを得ないかなと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、本件に対しまして何か御意見、御質問ございますか。 

特にないようですので、採決いたします。議案第１０１号について、証明することに賛成の農

業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします。次に、議案第１０２号を議題とい
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たします。事務局から説明願います。 

○事務局   議案第１０２号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、

農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、御審議願います。 

１件目、申請人のうち譲受人が、（住所）（氏名）さん。譲渡人が、（住所）（氏名）さん。申

請地が境野字（地番）外１筆で、地目は田、地積が２筆の合計で６９４㎡です。譲受人の現在

の耕作面積が１５，９４８㎡で、従事者数は１人です。権利の種類が所有権で、申請地のその

他が墓ノ尾（地番）の田で、地積が６３㎡です。 

では、７ページの調査書です。譲受人が（氏名）さん、譲渡人は（氏名）さん。作成者は岡村

です。第２項第１号の（全部効率利用）につきましては、譲受人は申請地の地域で、４年以上

農業を営んでおり、保有している農機具の能力、農作業に従事する状況等から見て、耕作の

事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれます。トラクター１台を所有

されております。第２項第２号（農地所有適格法人以外の法人）につきましては、個人のため

適用はございません。第２項第３号（信託）につきましては、信託ではないので適用はございま

せん。第２項第４号（農作業常時従事）につきましては、譲受人は農作業を行う必要がある日

数について、農作業に従事すると見込まれます。農業従事者の年間従事日数は３００日で、雇

用従事者として１名いらっしゃいます。この方の農作業歴は４年です。第２項第５号の（転貸禁

止）につきましては、許可申請に係る農地は所有農地であり転貸には当たりません。第２項第

６号（地域調和）につきましては、申請地では販売用のレタスを生産予定です。本件によって境

野地区の地域計画の達成に支障は生じないことを確認済みです。譲受人は、本件の権利取

得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じないものと

考えられます。なお、２月１２日に事務局２名、農業委員２名、推進委員１名が、申請地並びに

その周辺農地の利用状況等を確認いたしました。位置図は９ページを御覧ください。 

２件目、申請人のうち、譲受人が（住所）（氏名）さん。譲渡人が（住所）（氏名）さんです。

申請地が境野字（地番）外３筆で、地目は田、地積が４筆合計で２，０１９㎡です。譲受人の耕

作面積が６，６０８㎡で、従事者数は４名です。権利の種類は所有権で、その他といたしまして

申請地の他３筆ですが、中垣内（地番）、田、１１９㎡と（地番）、畑、１，４２７㎡と、境野字（地

番）、こちらも畑で８２㎡です。 

調査書、失礼いたします。譲受人が（氏名）さん、譲渡人が（氏名）さん、作成者は岡村です。

審査基準の第２項第１号（全部効率利用）につきましては、申請地は譲受人の自宅の近隣で、

譲受人は５０年以上農業を営んでおり、保有している農機具の能力、農作業に従事する状況

等から見て、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれます。ト

ラクター１台、田植え機１台、コンバイン１台を所有されております。第２項第２号（農地所有適

格法人以外の法人）につきましては、譲受人は個人のため適用はございません。第２項第３号

（信託）につきましては、信託ではないので適用はございません。第２項第４号（農作業常時従
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事）につきましては、譲受人は農作業を行う必要がある日数について、農作業に従事すると見

込まれます。従事者は譲受人を含め世帯員の４名でそれぞれ年間２５０日、１５０日がお二人、

１０日がお一人です。第２項第５号（転貸禁止）につきましては、許可申請に係る農地は所有

農地であり、転貸には当たりません。第２項第６号（地域調和）につきましては、申請地では、

販売用の米と自家消費の白菜・トマト・さつまいも等を生産予定です。本件によって境野地区

の地域計画の達成に支障は生じないことを確認済みです。譲受人は、本件の権利取得により

周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられま

す。なお、２月１２日に、事務局２名、農業委員２名、推進委員１名が申請地並びにその周辺農

地の利用状況等を確認いたしました。こちら、先ほどの議案第１０１号の非農地証明の１件目

と同じ案件になりまして、あちらでは宅地部分の非農地、こちらでは農地部分の所有権移転に

ついて議案として挙げさせていただきました。位置図は、１０ページを御覧ください。 

○林会長  説明は終わりました。地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。福本委員。 

○福本委員  １件目の方はもう５年ぐらい前から就農し、地域でハウス等を立てて営農をやら

れておりますので、問題はないと思います。２件目に関しては、この方が、売り主の方が地域を

離れられますので、その隣接地、隣の方が農地も家もお買いになりますので、問題はないと思

います。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、本件に対しまして、何か御意見、御質問ございますか。特

にないようですので、採決いたします。議案第１０２号について、許可することに賛成の農業委

員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、許可することといたします。議案第１０３号を議題といたしま

す。事務局から説明願います。 

〇事務局  議案第１０３号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件。別紙のとおり、

生産緑地法第１０条の規定による農業の主たる従事者の証明願がありましたので、御審議願

います。１２ページをお願いいたします。 

申請者の方が（住所）（氏名）さん。申請地ですが、口谷西（地番）外２筆、地目は田、地積

は３筆合計で２，７３８㎡です。証明する従事者は（氏名）さん。申請理由は（個人情報）による。

発生日は（日にち）となっております。その他としまして、住民票の抄本の添付、除籍謄本の添

付、申請者の他１名ですが、（住所）（氏名）さん。相続人２名の方からの申請になっておりま

す。３筆の他２筆の申請地ですが、口谷西（地番）、田、２２４㎡、口谷西（地番）、畑、１，２３４

㎡となっております。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。阪上照一委員。 

○阪上照一委員  はい、今説明があったように共有名義になっておりまして、２分の１ずつとい

うことで話は聞いております。ただ土地自体がまだ測量なり分筆なり、そして名義変更等まだ
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進んでおりませんので、申請者は２人の名前になっております。特に問題はないかと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で本件に対し御意見、御質問ございますか。特にないようです

ので、採決いたします。議案第１０３号について、証明することに賛成の農業委員は、挙手願い

ます。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします。続いて報告事項に移ります。報告

第１１１号を報告いたします。事務局から説明願います。 

〇事務局  報告第１１１号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第４条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。 

届出者が、（住所）（氏名）さんです。届出地が川面（地番）、地目は畑、地積は７２㎡です。

転用目的は露天駐車場で、造成期間は受理後から９０日間で、建設期間はございません。施

設の概要は、構造がアスファルト舗装で２台、車を置く予定。面積は４０．７㎡です。その他とい

たしまして、水利組合の同意書の添付と、隣接農地はないため同意書の添付はございません。

また１８ページになるのですが、始末書の添付がございましたというものの、地図を見ていただ

きたいのですが、１６ページの、かなり細い農地になっておりまして、右手の膨らんだ部分が駐

車場としてもう現状、砂利敷きで使われておりまして、残りの細い部分に関してはのり面になっ

ておりまして、コンクリートでのり面になっており、農地としての形状ではありませんでした。のり

面の部分は今後も同様の形で使う予定になっておりまして、今回の右端の膨らんだ部分のみ

駐車場の一部として使われる予定になっております。位置図につきましては１６ページを、施設

の概要は１７ページの申請地と囲われた辺りを御覧ください。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。１件目、古野委員。 

○古野委員  やむを得ないかなと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か本件に対しまして御意見、御質問ございますか。次に

報告第１１２号を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  報告第１１２号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第５条第１項第６号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて、

報告します。２０ページ目をお願いいたします。 

１件目、譲受人の方、（住所）（氏名）さん。譲渡人が（住所）（氏名）さん。届出地が山本

野里（地番）、地目は畑、地積は４９２㎡で、転用目的は住宅用地、造成期間は令和８年３月１

日から９０日間、建設期間は令和８年７月１日から１８０日間です。施設の概要としまして、木

造２階建て４棟、面積が延べ床面積で約１２０㎡、権利の種類は所有権で、その他としまして水

利組合の同意書の添付、隣接農地はなかったので同意書の添付はございませんでした。位置

図を２２ページで、概要は２３ページで御確認をお願いいたします。 
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２件目、譲受人が（住所）（氏名）さん。譲渡人が（住所）（氏名）さんです。届出地が安倉

北（地番）、地目は田、地積が４８５㎡、転用目的は住宅用地で、造成期間が令和８年４月１

日から４５日間、建設期間は令和８年１０月１日から１８０日間です。施設の概要は木造２階建

て４棟で、延べ床面積は約１０３㎡、権利種類は所有権です。その他としまして水利組合の同

意書と隣接農地の同意書の添付がありました。位置図は２４ページで、施設の概要は２５ペー

ジで御確認をお願いいたします。 

３件目、譲受人が（住所）（氏名）さん。譲渡人が（住所）（氏名）さん。届出地が山本南

（地番）、地目は田、地積が１９８㎡、転用目的が住宅用地、造成期間は受理日から９０日間、

建設期間は造成完了日から１８０日間です。施設の概要は木造２階建て１棟、延べ床面積が

約１４８㎡です。権利の種類は、使用貸借権です。その他としまして水利組合と隣接農地の同

意書の添付がありました。位置図は２６ページ、概要は２７ページで御確認をお願いいたします。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。１件目、阪上推進委員。 

○阪上推進委員  はい、特に問題ありません。 

○林会長  ２件目、田中委員。 

○田中宏明委員  特に問題はないと思います。 

○林会長  ３件目、金岡委員。 

○金岡委員   周りにも影響ないような場所なので、問題ないと思います。 

○林会長   農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですの

で、報告第１１３号を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案書の２８ページを御覧ください。報告第１１３号  農地法第１８条第６項の規定

による届出の件。別紙のとおり農地法第１８条第６項の通知がありましたので報告します。では

２９ページを御覧ください。こちらが農地の貸借の合意解約の届出です。貸主が（住所）（氏

名）さん、借主が（住所）（氏名）さん、届出地が大原野字（地番）、地目は田、地積が３４７㎡

です。合意解約が成立した日が令和７年１２月２８日で、土地の引き渡し時期も同じ日です。

離作補償等の条件はなしで、こちらが残っていた残存小作権の解除となっておりまして、その

後は所有者が耕作されるとのことです。位置図は３０ページを御覧ください。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

報告第１１４号を報告いたします。事務局から説明願います。 

〇事務局  報告第１１４号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の

証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等

に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので報告します。  

１件目、申請人が（住所）（氏名）さん、農業経営期間は令和５年１月２４日から令和８年１

月１６日です。耕作面積は６，０６５㎡、納税猶予農地が中筋（地番）外８筆の合計９筆、面積

は６，０６５㎡で、証明年月日は令和８年１月１６日となっております。願出地の外８筆ですが中
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筋（地番）、畑、４５６㎡、ハウス、中筋（地番）、田、７４８㎡、（地番）、田、３７６㎡、（地番）、田、

１，２０３㎡、畑として（地番）、畑、４７９㎡と（地番）、畑、１８１㎡は植木として、長尾町（地番）、

畑、５８２㎡と（地番）、畑、８２１㎡はハウスとして利用されていました。  

２件目、申請人が（住所）（氏名）さん、農業経営期間は令和４年１１月８日から令和８年１

月１９日となっております。耕作面積は１，５１６㎡で、納税猶予農地は口谷東（地番）外３筆の

合計４筆。面積は１，４５６㎡で、証明年月日は令和８年１月１９日です。その他としまして願出

地の外３筆ですが、口谷東（地番）、畑、５２６㎡、（地番）、畑、８６㎡、（地番）、畑、２５７㎡のう

ち１９７㎡、全て植木として利用されていました。 

３件目、申請人が（住所）（氏名）さん、農業経営期間は令和４年１２月１５日から令和８年

１月２１日、耕作面積は４，３１２㎡で、納税猶予農地が山本東（地番）外６筆の合計７筆です。

面積は４，３１２㎡で証明年月日が令和８年１月２１日です。その他としまして、外６筆ですが口

谷西（地番）、畑、２０４㎡と（地番）、畑、１２５㎡、（地番）、畑、１６５㎡、（地番）、田、１，２８０

㎡、持ち分２分の１です。（地番）、田、１８７㎡、登記面積は２２４㎡でこちらも持ち分２分の１で

す。口谷西（地番）、畑、１，２３４㎡、こちらも持ち分２分の１で植木及び畑として使っておられま

した。 

〇林会長  説明は終わりました。農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。 

特にないようですので、以上で本日の議案３件、報告４件についての審議等は終了させてい

ただきます。これをもちまして、令和８年第２回総会を閉会いたします。 

 

閉会  

 

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する  

 

６番（会長）       林  五郎  

  

４番              小中  和正  

 

５番              逢坂  洋子  

 


